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　平成 21年（2009 年）4月、当所は従来の 4部 8課から、3部 7課に組織改編を行いました。改編のポイントは、食品

医薬品部と生活環境部を統合して衛生化学部とし、その下に食品化学課、薬事指導課、生活環境課（環境水質課と生活衛生

課を統合）の３課を設置した事です。

　さて平成 21年度のトピックスといえば、なんと言っても新型インフルエンザ (H1N1pdm) の流行です。大阪府において

は、5月 16日に茨木市内の高校の生徒から初めて新型インフルエンザウイルスを検出（厚生労働省による確定は 17日）し、

その後府内に感染が拡大していきました。当所においては、4月末のメキシコおよび米国における感染拡大を受け緊急対策

会議を立ち上げておりましたが、この日を境にウイルス課を中心に、所を挙げての対応に追われました。新型インフルエン

ザの流行は夏期を通じて拡大していきましたが、幸いにも当初懸念されたような高い病原性を持つものではありませんでし

た。その後流行は秋期にピークを迎え、翌年 2月には終息に向かいました。また冬期には、心配されていた従来の季節型

インフルエンザとの同時流行もなく、3月時点では落ち着いた状況となっております。ウイルス課では、7月 24 日にサー

ベランス体制を変更し全数検査が中止されるまでに 1,315 件、3月末までで合計 2,441 件の検査を実施しました。当所で

はウイルス検査態勢の充実を計るために、リアルタイム PCR 等の機器の追加導入や P3施設の拡充を行っております。

　一方、生活環境分野では、北朝鮮の核実験に対する検査対応がありました。2006 年に続き 5月 25 日に北朝鮮によって

再び地下核実験が行われ、これに対応するため、文部科学省の委託により普段から実施している放射能調査のモニタリング

強化を行いました。空間放射線量率の 24時間測定や、雨等の降下物中の放射性核種分析を実施した結果、核実験による府

内への影響は認められませんでした。今後も新たな事態に至った場合は、安全を確認するため、国と連携し放射能調査の強

化を行っていきます。

　平成 20年度は、中国の冷凍餃子事件やメラミンの牛乳混入事件等の事件が起こりましたが、平成 21年度は、幸運にも

食の安全を揺るがす事件は発生しませんでした。

　大阪府では近年HIV 感染者が増加しており、平成 21年も一昨年に続き感染者が 200 人を超えました。22年も 7月現在

で感染者が 147 人になっており、このままいけば昨年に続き 200 人を超える事は確実な状況となっております。当所では

診断および治療態勢を支援するため、確定検査や疫学的調査研究を行っております。

　当所では従前より調査研究評価委員会を継続して開催し、外部委員から頂いたご批判やご助言に基づき、調査研究の質の

向上に努めてきました。実施する研究の必要性や、研究成果の行政施策への反映に関しては、今後大阪府健康医療部の関係

各課との連携をより密にし、大阪府民の健康を守る行政の実施に貢献していきたいと考えております。

　本年報は平成 21年度に当研究所が実施した全業務の要約です。ご高覧頂き、ご批判を仰げれば幸いに存じます。

　平成 22年 10月

大阪府立公衆衛生研究所
所　長　　織　田　　肇
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旧大阪府立衛生研究所

明治13年12月	 大阪府警察部に衛生課を設置、その

付属機関として細菌検査を主体にし

た検査室を設置

大正15年11月	 大阪府庁舎の大手前移転に伴い 2階

に化学試験室、乳肉検査室、地下に細

菌検査室を設置（警察部衛生課所管）

昭和17年11	月	 衛生行政の警察行政からの分離に伴

い、上記各室は内政部衛生課の所管

となる

昭和20年　3月	 教育民生部衛生課に所管換え

昭和20年10月	 大阪府立血清製造所を、北河内郡水

本村（現寝屋川市）に設置

昭和21年　5月	 衛生部の創設に伴い、細菌検査室は防

疫課に、化学試験室は薬務課に、乳

肉検査室は公衆衛生課に所属

昭和22年　5月	 衛生部防疫課細菌検査室を東区法円

坂町の旧陸軍の建物に移転

昭和23年12月	 同細菌検査室を大阪府細菌検査所と

改称

昭和24年　1月	 大阪府立血清製造所を大阪府立細菌

検査所の支所とする

昭和24年　5月	 大阪府立細菌検査所を現在地（東成

区中道 1丁目）に新築移転

昭和24年10	月	 大阪府立衛生研究所を設置（細菌検

査所を廃止）

沿 　 革

　明治 13年 12 月、大阪府警察部衛生課の所管として細菌検査薬品試験室が設置され、以来、永年にわたり大阪府におけ

る細菌検査等の試験研究業務を実施してきたが、昭和 24年 10 月大阪市東成区森の宮に設置された府立衛生研究所に発展

解消し、公衆衛生に関する試験、検査、研究を行うこととなった。

　一方、戦後、産業医学・労働衛生に関する調査、研究機関として、昭和 21年 9月、大阪市大淀区本庄中通りに府立産業

医学研究所が設置され、昭和 23年 4月に労働部所管の府立労働科学研究所に引継がれた。

　その後、両研究所の機能拡張のため庁舎改築の必要性が生じ、それを契機として両研究所を機構的に統一し、府民の健康

と生活衛生の向上に寄与するため、昭和 35年 7月 1日に大阪府立公衆衛生研究所が設置された。

昭和27年10月	 衛生部公衆衛生課乳肉検査室と薬務

課化学試験室とを府立衛生研究所に

統合、府立衛生研究所は、総務、細菌、

化学、獣医の 4部制（8課）となる

昭和35年　1月	 研究所を新築の現庁舎に移転

旧大阪府立労働科学研究所

昭和21年　9月	 大阪府立産業医学研究所を大淀区本庄

中通に設置（衛生部所管）

昭和23年　4月	 大阪府立労働科学研究所を設置（産業

医学研究所を廃止し、労働部に所管換

え）

昭和28年　8月	 研究所を旭区大宮北之町に移転

昭和35年　1月	 研究所を新築の現庁舎に移転、庶務、

研究第 1、研究第 2の 3課制

大阪府立公衆衛生研究所

昭和35年　7月	 旧大阪府立衛生研究所と旧大阪府立労

働科学研究所とを統合し、大阪府立公

衆衛生研究所を設置し、総務部（庶務

係、調査係）、公衆衛生部（微生物課、

化学課、食品衛生課）、労働衛生部（労

働衛生課、環境衛生課）の 3部をおく

昭和36年10	月	 精神衛生部（環境精神衛生課、成人精

神衛生課、児童精神衛生課）を設置
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昭和37年			7月	 総務部に経理係を、公衆衛生部にウイ

ルス課を設置

昭和38年　8月	 公害部を設置し、新たに設置した水質

課と、労働衛生部より移管した環境衛

生課の 2課制とし、公衆衛生部と労

働衛生部とにまたがって処理されてい

た業務を公害部で実施することとなる

これにより、労働衛生部は労働衛生課

一課制となる

昭和39年　5月	 総務部に庶務課を設置し庶務係、経理

係、調査係で組織

昭和41年　4月	 薬事指導部を設置し、府薬務課で行っ

ていた指導業務の技術的部分を主体に

した指導係と、公衆衛生部化学課に属

していた薬品化学部門を母体にした試

験係との 2係を設置

昭和43年			9月	 府公害監視センターの設置にともな

い、公害部（水道課、環境衛生課）の

一部で実施していた公害関係調査業務

が同センターに移管され、両課を再編

成して環境衛生部・環境衛生課（1部

1課制）を設置（公害部廃止）

昭和45年　4月	 食品衛生部を新設し、公衆衛生部の化

学課と食品衛生課をそれぞれ食品化学

課と食品細菌課として移管、また、環

境衛生部を廃止して同部の環境衛生課

を公衆衛生部に移管すると共に、公衆

衛生部に病理課を新設

昭和46年　5月	 公害衛生室を新設

昭和49年　4月	 薬事指導部の指導係及び試験係を廃止

し、新たに薬事指導課を設置

昭和50年12月	 労働衛生部と薬事指導部の課制（1部

1課）を廃止

昭和51年			9月	 環境汚染物質の人体影響調査及び研究

に貢献した業績に対して、第 28 回保

健文化賞を贈られ、厚生大臣より表彰

される

昭和57年11	月	 文部大臣より文部省科学研究費補助金

研究機関に指定される

昭和60年		3	月	 WHO 基準に準拠した安全実験施設

（P3レベル）竣工

平成	5	年		4 月	 総務部庶務課を総務部総務課に、庶務

課庶務係及び調査係を総務課総務係及

び調査係に名称を変更

平成	6	年		4 月	 精神衛生部を大阪府立こころの健康総

合センターに移管

平成		8		年　4	月	 研究所業務の総合企画、調整及び情報

機能強化のため、総務課調査係を総務

課企画情報室に改める

平成	9		年　4月	 食品衛生検査の信頼性確保部門責任者

として総務部に検査管理室長を設置

平成11	年　4	月	 感染症予防法に対応して感染症解析プ

ロジェクト担当総括研究員を設置

平成12年　4月	 総務部が総務課、検査管理室、企画情

報室の 1課 2室制になる

平成15年　4月	 5 部７課 3室を 4部８課に組織再編

	 総務部を企画総務部と名称変更

	 検査管理室と企画情報室を統合して企

画調整課とする

	 公衆衛生部、食品衛生部、労働衛生部、

薬事指導部、公害衛生室の 4部 1 室

を感染症部、食品医薬品部、生活環境

部の 3部とする

	 感染症部には、細菌課（旧微生物課と

旧食品細菌課の統合）とウィルス課（旧

ウィルス課と旧病理課の統合）の２課

を、食品医薬品部には食品化学課と薬

事指導課（旧薬事指導部）の２課を、

生活環境部には、環境水質課（旧環境

衛生課）と生活衛生課（旧労働衛生部

と旧公害衛生室の統合）の２課を置く

平成 18 年	4 月	 健康福祉部健康づくり感染症課から大

阪府感染症情報センターの業務を移管

平成 21 年４月　　４部８課を３部７課に組織再編

　　　　　　　　　食品医薬品部と生活環境部を統合して

衛生化学部とする。衛生化学部には食

品化学課、薬事指導課、生活環境課（旧

環境水質課と旧生活衛生課の統合）の

３課を置く
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